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お知らせお知らせ問…問い合わせ　■申…申し込み

お知らせお知らせ
まちのデータ

（平成 30 年 5 月 31 日現在）

人口 26,762 人

男 12,568 人

女 14,194 人

10,584 世帯

交通事故発生件数
（5月中、物損含む）

有田川町 48 件
死者 0人　負傷 5人

湯浅警察署調べ

吉 備 庁 舎

52－2111金 屋 庁 舎
清水行政局

お問い合わせ
でんわばんごう

城 山 出 張 所 23－0001
粟 生 連 絡 所 22－0351
五 郷 出 張 所 22－0254
安 諦 出 張 所 26－0001
水 道 課 52－ 5356
ＡＬＥＣ（アレック）52－4730

環 境 セ ン タ ー 52－5384
プラスチック収集場 52－ 7855
休 日 急 患 診 療 所 52－4882
有 田 聖 苑 52－3055
子育て支援センター {52－ 5474090-7966-1697
有田川町少年センター 52－ 8744

税 

金

◆
◆
◆

国
民
健
康
保
険
税
の
賦
課
限
度
額

税
制
改
正
に
伴
い
、

今
年
度
か
ら
国
民
健

康
保
険
税
の
医
療
分

に
つ
い
て
、
賦ふ

課か

限

度
額
が
変
更
に
な
り

ま
し
た
。

医
療
費
の
賦
課
限

度
額
が
54
万
円
か
ら

58
万
円
に
引
き
上
げ

ら
れ
ま
す
。

問
吉
備
庁
舎
税
務
課

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
措
置

低
所
得
者
に
対
す
る
軽
減
措
置
の
拡
大

の
た
め
、
今
年
度
か
ら
２
割
・
５
割
軽
減

の
判
定
基
準
所
得
が
変
更
に
な
り
ま
し

た
。
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
世
帯
の
所
得
基
準
額
は
、

次
の
表
の
計
算
で
確
認
で
き
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
、
世

帯
に
属
す
る
被
保
険
者
、
お
よ
び
特
定
同

一
世
帯
所
属
者
の
総
所
得
金
額
な
ど
の
合

計
が
、
表
の
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ

た
基
準
額
を
下
回
れ
ば
、
課
税
す
る
均
等

割
・
平
等
割
が
該
当
す
る
割
合
の
軽
減
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

軽
減
を
受
け
る
た
め
の
申
請
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
が
、
原
則
、
世
帯
の
対
象
者
全

員
の
所
得
申
告
な
ど
が
さ
れ
て
い
な
い
と

軽
減
判
定
が
で
き
な
い
た
め
、
未
申
告
者

が
１
人
で
も
い
る
と
、
軽
減
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
収
入
の
有
無
に
関
わ

ら
ず
、
所
得
申
告
が
必
要
で
す
。

７
月
31
日
の
有
効
期
限
満
了
に
伴
い
、
被

保
険
者
証（
保
険
証
）を
更
新
し
ま
す
。
新
し

い
保
険
証
は
水
色
で
す
。
７
月
中
旬
頃
か
ら

順
次
、簡
易
書
留
郵
便
で
郵
送
予
定
で
す
。
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務
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国民健康保険税の賦課限度額
　 平成 29 年度 平成 30 年度

医 療 分 54 万円 58 万円
支援金分 19 万円 19 万円
介 護 分 16 万円 16 万円
合 　 計 89 万円 93 万円

軽減割合 軽減判定基準額

２割
総所得金額の合計が
33 万円＋（国保被保険者数＋特定同一世帯所属者数）
× 50 万円　以下

５割
総所得金額の合計が
33 万円＋（国保被保険者数＋特定同一世帯所属者数）
× 27 万 5,000 円　以下

７割 総所得金額の合計が　33 万円　以下

※特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人で、
　後期高齢者医療の被保険者となった後も世帯主が変わらず同一の世帯に
　属する人をいいます。

　  

後
期
高
齢

◆
◆
◆

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

被
保
険
者
証
の
色
が
水
色
に

●〝
水
色
〟の
保
険
証
の
使
用
は
７
月
１
日
か
ら

今
回
お
届
け
す
る
保
険
証
が
届
く
ま
で

は
、
現
在
お
持
ち
の
〝
う
す
い
緑
〟
の
保

険
証
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、〝
う

す
い
緑
〟
の
保
険
証
は
８
月
１
日
以
降
、

使
用
で
き
ま
せ
ん
。

●
現
在
お
持
ち
の〝
う
す
い
緑
〟の
保
険
証
は

新
し
い
〝
水
色
〟
の
保
険
証
が
お
手
元

に
届
き
次
第
、〝
う
す
い
緑
〟の
保
険
証
は
、

吉
備
庁
舎
住
民
課
・
金
屋
庁
舎
や
す
ら
ぎ

福
祉
課
・
清
水
行
政
局
住
民
福
祉
室
に
お

越
し
の
際
に
返
却
い
た
だ
く
か
、
ご
自
身

で
細
か
く
裁
断
す
る
な
ど
し
て
、
住
所
・

指
名
な
ど
が
他
人
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
十

分
注
意
の
上
、
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

●
そ
の
他

・
平
成
30
年
度
住
民
税
の
課
税
所
得
に

よ
り
、一
部
負
担
金
の
割
合
が
変
更
に

な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

・
住
民
税
の
課
税
所
得
が
１
４
５
万
円
以

上
の
被
保
険
者
の
い
る
世
帯
の
人
は
、

一
部
負
担
金
の
割
合
が
３
割
と
な
り
ま

す
。
例
え
ば
、
今
ま
で
１
割
負
担
だ
っ

た
人
が
３
割
負
担
に
変
更
と
な
る
場

合
、「
３
割
（
平
成
30
年
７
月
31
日
ま

で
は
１
割
）」
と
表
記
さ
れ
ま
す
。

問
吉
備
庁
舎
住
民
課

広報ありだがわ平成 30 年 6 月号（150 号）についておわびと訂正
14 頁のまちのデータにおいて、女性の人口に誤りがありました。正しくは、14,199 人です。ここに訂正しておわび申し上げます。


